
地方財政地方財政地方財政地方財政のののの確立確立確立確立とととと地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化にににに向向向向けたけたけたけた緊急提言緊急提言緊急提言緊急提言    

    

◎地方の疲弊は、時間との闘いである。補正予算の編成、道路特定財源の活用など知恵を出し、地方再

生に早急に取り組まなければならない。 

 

（（（（財源確保財源確保財源確保財源確保））））    

１．税の偏在の是正 

  ①偏在性の高い法人２税の地方共同税化 

法人課税（住民税法人税割及び法人事業税）は、地方の共同税とし、法人税の付加税として国

で一括して徴収。その上で、各自治体に外形標準に応じて配分。 

②偏在性の低い地方消費税を引上げる 

２．交付税の確保 

  ○交付税は、現行法定率を堅持し、地方団体が安定的な財政運営をしていくために必要な額を確保

する。 

  ○「頑張る地方応援プログラム」では、以下の点を実施する。 

   ①交付税のみの対応ではなく、奨励的な財政処置を別途実施する。 

   ②交付税の算定項目の見直し 

３．国庫補助負担金の見直し 

  ○地方特例の補助率かさ上げ・不交付団体の補助率引き下げ 

  ○地方道路整備臨時交付金の制度拡充や、地方特定道路の起債対象割合の拡大。 

４.地方債の借換 

  ○過去の高金利分について借換を認める。 

 

（（（（地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化））））    

１．企業の地方立地を促進する 

   法を制定し、立地企業への投資減税、自治体への支援、関連インフラの優先整備など強力な立地

促進策を講じる。このため財政上の地域活性化特別枠を設ける。 

２．地域中小零細企業支援 

   地域イノベーション、産学連携を支援 

３．軽油価格安定のため所要の対策を講じる 

４．農・山・漁村の活性化 

バイオマス事業の促進・団塊世代の帰農促進・生活インフラの整備・セカンドスクールの普及・

「企業の森」事業の促進ｅｔｃ. 

５．条件不利地域への支援を強化する 

６．観光庁を創設し、観光振興策を積極的に講じる 

７．通信インフラの整備を早急にはかり、地方におけるＩＣＴ事業を促進する 



提言提言提言提言についてのについてのについてのについての結果結果結果結果    

（（（（財源確保財源確保財源確保財源確保））））    

 １．平成１９年度税制改正大綱 第一章において 

  「法人２税を中心に税源が偏在するなど地方団体間で財政力に格差があることを踏まえ、地方の自

立を促しその安定した財源基盤を構築する観点から、地方の税財源を一体的に検討していく必要

がある。」と記述された。 

 ２．交付税の法定率分（１４,６兆円）を堅持し、一般財源の総額（５９,２兆円）を確保。 

  ○地方交付税による支援措置（３,０００億円程度）の他、公表された地方自治体のプロジェクト

に対し、情報通信関係施策に関する補助事業の優先採択をはじめ、各省と連携を図り補助事業の

優先採択等について配慮されることとなった。 

３．政府・与党合意の「道路特定財源の見直しに関する具体策」において 

  「特に、地域間格差への対応や生活者重視の視点を踏まえつつ、地方の活性化や自立に必要な地域

の基幹道路の整備や渋滞解消のためのバイパス整備、高速道路や高次医療施設への広域的アクセ

スの強化など、地域の自主性にも配慮しながら、適切に措置する。」と記述された。 

 ４．徹底した総人件費の削減等を内容とする財政健全化計画又は公営企業経営健全化計画を策定し、

行政改革・経営改革を行う地方団体を対象に、平成 19 年度から 3 年間で５兆円規模の公的資金

（財政融資資金、郵政公社資金、公庫資金）の繰上償還（補償金なし）等を行い、高金利の地方

債の公債費負担を軽減。 

 

（（（（地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化））））    

 １．地域産業活性化法（仮称）の制定とこれに基づく税制措置などの支援措置が講じられることにな

った。 

 ２．中小同族会社に対する留保金課税制度の撤廃や事業承継の円滑化などの税制措置と共に、新たに

地域中小企業零細企業対策として、「中小企業地域資源活用促進法（仮称）」を制定し支援をする。 

 ３．政府・与党合意の「道路特定財源の見直しに関する具体策」において 

   「国民の要望の強い高速道路料金の引下げなどによる既存高速ネットワークの効率的活用・機能

強化のための新たな措置を講ずることとし、２０年の通常国会において、所要の法案を提出す

る。」と記述された。 

 ４．「農山漁村活性化プロジェクト」として農山漁村活性化法（仮称）の制定を含め総合的かつ機動

的に支援されることになった。 

 ５．新型交付税の導入に当たって条件不利地域に対応する仕組みを確保する。 

 ６．観光立国推進基本法が成立。 

 ７．今回「地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業（仮称）」が新たに創設され地域経済の活性化を促進す

る。 
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